
⇒注意：赤線はあくまでも目安であり、実際の境界を示すものでありません。

⇒斜線部分が京都府建築基準法施行条例第6条に規定する「がけ」の影響があると思われる範囲（イメージ）です。

物件番号　7 大宮町善王寺小字赤坂谷３７０－１５

現　　地　　写　　真


